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主催　 富山県民福祉推進会議

やさしい福祉のやさしい福祉の
第20回

づづづくくくりりり賞賞賞まままちちち

　高齢者、障がい者を含むすべての県民が互いに支え合い、しあわせに生きる福祉社会の実現を
めざして平成9年に設置されました。
　「やさしい福祉のまちづくり賞」の表彰や福祉フォーラムの開催等を通じて、福祉に関する啓発
活動や福祉活動に参加するきっかけづくりを推進し、県民総参加の“福祉のまちづくり”への理解を
深めることを目的としています。
　委員は行政・学識経験者、福祉・保健・医療関係団体、教育・その他関係団体、事業者団体代表等、
報道機関、住民団体代表・市町村の推進組識代表等、地域総合福祉活動グループ代表、ボランティア
代表による63名で構成されています。（会長 荒井公夫）

急激な少子・高齢化にともなう人口減少や、単身世帯・高齢者のみの世帯が増えてきているなか、
地域の支え合いや幅広い連携・協働の重要性が改めて見直されています。
また、頻発する自然災害等に備えた、地域の中で相互に支え合う取組みもこれまで以上に必要と
なってきています。
さらに、平成28年4月からの「障害のある人の人権を尊重し県民皆が共にいきいきと輝く富山県
づくり条例」の施行、本年４月からの全市町村における介護予防・日常生活支援総合事業の実施、５月の
介護保険法、社会福祉法の改正など、地域包括ケアシステムの構築と地域共生社会の実現に向けた
取り組みが一層求められています。
このような中、高齢者、障がい者等を含むすべての県民が安心して暮らせる地域社会を形成する
ためには、県民一人ひとりが、互いに支えあい協働しながら一体となって、ハード・ソフト両面における
「福祉のまちづくり」に一層取り組んでいかなければなりません。
私たちは、思いやりの心を育み、自立と社会参加に努め、県民総参加の福祉社会の実現を目指すことを

決意し、次のとおり、人にやさしい安全で安心な「福祉のまちづくり」を推進することを宣言します。
❶心身の障がいや加齢等による認知症などに対する積極的な理解や共感に基づく、心のバリアフリー化の推進
❷様々な障がいに対応した情報環境の整備など、情報のバリアフリー化の推進
❸すべての障害のある人の人権が尊重され、県民皆が共にいきいきと輝く富山県づくりの推進
❹建築物、公共交通機関、道路等生活環境のバリアフリー化の推進
❺自治会、自主防災・防犯組織等との連携、地域住民、福祉関係者等との協働による安全で安心なまちづくり活動の推進
❻だれもが、住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられる地域社会を構築するための地域共生社会の実現

平成29年7月26日　富山県民福祉推進会議

富山県、富山県教育委員会、富山県議会厚生環境常任委員会、富山県市長会、富山県市議会議長会、富山県町村会、
富山県町村議会議長会、富山短期大学、富山県社会福祉協議会、富山県共同募金会、富山県民生委員児童委員協議会、
富山県保育連絡協議会、富山県児童クラブ連合会、富山県母親クラブ連合会、富山県老人クラブ連合会、富山県身体障害
者福祉協会、富山県聴覚障害者協会、富山県視覚障害者協会、富山県手をつなぐ育成会、富山県精神保健福祉協会、
富山県医師会、富山県看護協会、富山県介護福祉士会、富山県ホームヘルパー協議会、富山県高等学校長協会、富山県
中学校長会、富山県小学校長会、富山県特別支援学校長会、富山県私学振興会、富山県高等学校ＰＴＡ連合会、富山県
ＰＴＡ連合会、富山県婦人会、富山県民ボランティア総合支援センター、富山県経営者協会、富山経済同友会、富山県
中小企業団体中央会、富山県商工会議所連合会、富山県商工会連合会、富山県商店街振興組合連合会、日本労働組合
総連合会富山県連合会、富山県労働者福祉事業協会、富山県農業協同組合中央会、富山県建設業協会、富山県建築
士会、富山県建築士事務所協会、富山県タクシー協会、富山地方鉄道、西日本旅客鉄道株式会社金沢支社北陸広域
鉄道部、あいの風とやま鉄道株式会社、日本青年会議所富山ブロック協議会、富山県生活衛生同業組合連合会、北日本
新聞社、富山新聞社、読売新聞社、ＮＨＫ富山放送局、北日本放送、富山テレビ放送、チューリップテレビ、富山市
社会福祉協議会、富山県自治会連合会、富山県交通安全協会、小矢部市南谷地区社会福祉協議会、射水市ボラン
ティア連絡協議会

（平成30年4月1日現在）
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第20回「やさしい福祉のまちづくり賞」

（1）活動や取組み（ソフト）
　障がい者、高齢者等の自立と社会参加を支援するための、福祉のまちづくりに寄与
する活動や取組み（原則として県内において1年以上の活動実績があり、現在も活動を
継続していること）

《例》  ①障がい者や高齢者等が地域で安心して暮らせる福祉のまちづくりの理解を求める活動等
・障がい理解のための福祉体験講座の開催
・障がい者、高齢者等との交流・ふれあいの機会の提供
②障がい者や高齢者等の外出を支援する活動等
・福祉ガイドマップ作成等各種情報提供
・施設等のバリアフリー・ユニバーサルデザイン化整備状況に係わる調査・点検
③障がい者や高齢者等の自立と社会参加を支援する取組み等
・従業員の手話通訳や車いす介助等の取組み
・災害時の障がい者、高齢者等の避難支援
④その他「やさしい福祉のまちづくり賞」審査委員会（以下、「審査委員会」という）が、
表彰の対象として特に認めたもの

（2）施設等（ハード）
　障がい者、高齢者ほかすべての人が利用しやすいように配慮された、不特定または
多数が利用する施設等（既設、新設を問わない）

《例》  医療施設、ショッピングセンター、学校、公衆浴場、福祉施設、集会場、公園、駅等

目　的

●応募先及び問合せ先

平成30年 7月13日（金）（必着とする）

事務局  社会福祉法人 富山県社会福祉協議会 地域福祉部 地域福祉・ボランティア振興課 内

富山県民福祉推進会議

応募方法

主　催

この賞の対象は、次の各条件を満たす施設等や個人、団体等の活動や取組みを対象とします。

表彰の対象

富山県民福祉推進会議

富山市安住町5-21　サンシップとやま3階
TEL.（076）432-2960　FAX.（076）432-6124

募集要領
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発　表8

表彰は、平成30年11月18日（日）に開催予定の福祉フォーラムの席上で行います。
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　すべての県民が互いに支え合い健やかで快適な生活を営むことができるよう、率先して
“やさしい福祉のまちづくり”に取り組んでいる企業、団体及び個人等を表彰することにより、
バリアフリーへの関心の高揚を図るとともに、施設等の障害、障壁の除去の啓発、普及を図り、
これを通じて県民総参加の“福祉のまちづくり”への理解を深めることを目的とします。

　応募用紙（施設等の応募については専用の用紙を使用）に必要事項を記入し、必要書類を
添えて富山県民福祉推進会議事務局へ提出してください。自薦、他薦は問いません。

　応募作品の審査は、福祉関係団体代表、学識経験者、行政関係者等の中から主催者が委嘱
する審査委員で構成する審査委員会で行います。

　被表彰者への通知をもって入賞発表とします。なお、入賞活動等を紹介した冊子を後日
作成し、関係方面に配布します。


